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はじめに 
 

 研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化を図り、

優れた成果の獲得や研究者の養成を推進し、社会・経済への還

元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、

極めて重要な活動である。中でも、大規模な研究開発その他の

国家的に重要な研究開発については、国の科学技術政策を総合

的かつ計画的に推進する観点から、総合科学技術会議が自ら評

価を行うこととされている（内閣府設置法 第２６条）。 

 

 このため、総合科学技術会議では、新たに実施が予定される

国費総額が約３００億円以上の研究開発について、あらかじめ

評価専門調査会が、必要に応じて専門家・有識者を活用し、府

省における評価結果も参考として調査・検討を行い、その結果

を受けて評価を行い、その結果を公開するとともに、評価結果

を推進体制の改善や予算配分に反映させることとしている。 

 

 「Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用」は、平成１８年度予

算概算要求において文部科学省が新たに実施することとした研

究開発であり、平成１８年度予算概算要求額３３億円、５年間

で国費総額３７５億円の大規模新規研究開発である。総合科学

技術会議では、評価専門調査会において当該分野の専門家や有

識者を交え調査・検討を行い、その結果を踏まえて評価を行っ

た。 

 

 本報告書は、この評価結果をとりまとめたものである。総合

科学技術会議は、本評価結果を関係大臣に意見具申し、推進体

制の改善や予算配分への反映を求めるとともに、評価専門調査

会においてその実施状況をフォローすることとする。 

 



 ii

 

審議経過 
 

 ９月１６日 評価専門調査会 

       評価対象、担当議員・委員、進め方を確認 

 

 ９月２２日 第１回評価検討会 

       ヒアリング、追加質問と論点候補の抽出 

       ⇒追加意見（質問を含む。）を回収し文部科学省

へ対応を要請 

 

１０月１２日 第２回評価検討会 

       追加ヒアリング、論点整理 

       ⇒評価コメントを回収し評価原案を作成 

 

１１月 ４日 評価専門調査会 

       評価案の検討 

 

１１月２８日 総合科学技術会議 

       評価案に基づく審議・結論 
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 客員教授 

   垣添 忠生 国立がんセンター総長 
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評価検討会 名簿 
 

   岸本 忠三 総合科学技術会議議員 

 

   黒田 玲子 総合科学技術会議議員 

 

座長 川合 眞紀 評価専門調査会専門委員 
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１．評価の実施方法 

 

（１）評価対象 

『Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用』 

【文部科学省】 

○平成１８年度予算概算要求額：３３億円 

○全体計画：５年間・国費総額３７５億円 

 

（２）評価目的 

 国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点か

ら、新たに開始が予定されているＸ線自由電子レーザーの

開発・共用の評価を行う。 

 評価においては、当該研究開発の必要性、効率性、有効

性という視点のみならず、加速器・放射光分野全体の中に

おけるＸ線自由電子レーザーの意義、他の研究開発との関

係等も視野に入れ、高い次元から検討し、評価を行う。 

 

（３）評価者の選任 

 評価専門調査会において、有識者議員、専門委員数名が

中心になり、さらに外部より当該分野の専門家、有識者の

参加を得て、評価検討会を設置した。 

 当該分野の専門家、有識者の選任においては、評価専門

調査会会長および会長により指名された評価検討会座長が

その任に当たったが、この際、予算概算要求段階において、

当該研究開発に参加が予定されている研究者を排除した。 

 

（４）評価時期 

 予算概算要求された大規模新規研究開発を対象とする評

価であり、その結果を推進体制の改善や予算配分に反映さ

せる必要があるため、予算概算要求提出後、９月より調査・

検討を開始し、年内に評価結論を得ることとした。 
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（５）評価方法 

① 過程 

○第１回評価検討会において、当該研究開発の担当課長ほか

から研究開発概要のヒアリング[参考１]を行い、②の調

査・検討項目を念頭に問題点や論点候補について議論した。

これを踏まえ、評価検討会委員から追加意見（質問を含む。）

を回収し、文部科学省へ対応を要請[補足１]した。 

○第２回評価検討会において、質問事項についての追加ヒア

リング[参考２]を行い、本研究開発における評価の論点 

(案)[補足２]を参考にして、問題点や論点に対する考え方

を議論した。 

○評価検討会委員から、第１回、第２回評価検討会での調査

検討内容を踏まえた評価コメントを回収[補足３]した。 

○評価検討会における調査・検討内容及び回収した評価コメ

ントに基づき、評価原案を作成した。 

○評価専門調査会において、評価原案及び文部科学省から提

出された資料[参考３]について調査・検討し、評価案を作

成した。総合科学技術会議本会議において、審議を行い、

結論を得た。 

 

② 項目 

 評価検討会では下記項目について調査・検討した。 

Ａ．科学技術上の意義 

当該研究開発の科学技術上の目的・意義・効果。 

Ｂ．社会・経済上の意義 

当該研究開発の社会・経済上の目的・意義・効果。 

Ｃ．国際関係上の意義 

国際社会における貢献・役割分担、外交政策との整合

性、及び国益上の意義・効果。 

Ｄ．計画の妥当性 

目標・期間・資金・体制・人材や安全・環境・文化・

倫理面等からの妥当性。 

Ｅ．成果（見込み）、運営、達成度等 
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投入資源に対する成果（見込み）、運営の効率性、及び

目標の達成度等。評価結果の反映状況の確認等。 

（ただし、Ｅについては、新規研究開発であることから、

その内容を考慮。） 

 

③ その他 

 評価検討会は非公開としたが、資料は原則として検討会

終了後に公表し、議事録は発言者による校正後に発言者名

を伏して公表した。 

 

２．評価結論 

（１）総合評価 

 「Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用」は、物質の一原

子レベルの超微細構造や化学反応領域の超高速動態・変化

を瞬時に計測・分析することを可能とする最先端放射光研

究施設「Ｘ線自由電子レーザー（Ｘ－ＦＥＬ）装置」を整

備し、Ｘ－ＦＥＬを効果的かつ効率的に利用することによ

って、ライフサイエンス分野、ナノテクノロジー分野、材

料分野などの広範な科学技術分野において先端的研究成果

を多数創出することを目指すものである。 

Ｘ－ＦＥＬは、波長０．１ナノメートル以下のＸ線領域

において、１００フェムト秒以下の極短パルス及び良好な

干渉性を実現する「放射光とレーザーの特徴を併せ持つ光」

であり、そのピーク輝度はＳＰｒｉｎｇ－８の１０億倍を

上回る。このような特性を持つＸ－ＦＥＬによる、対象物

の原子レベルでの構造解析や超高精度・超高速イメージン

グによって、単分子での生体成分の立体構造解析、ナノレ

ベルでの化学反応の動的観察、細胞の高分解能イメージン

グなど、従来の手法では実現が不可能なあるいは極めて困

難な分析が可能となる。例えば、タンパク質の立体構造解

析において、Ｘ－ＦＥＬは放射光、電子顕微鏡およびＮＭ

Ｒなどの従来の分析法における制約を取り除く手法を提供

する。特に、現状では構造解析に膨大な労力と資源を要し、
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新たな手法の開発も検討されている結晶化の困難なタンパ

ク質に対して、単分子レベルでの迅速な解析がＸ－ＦＥＬ

によって可能となれば、重要なタンパク質の構造・機能情

報の特許化や創薬・新規診断法への波及が期待される。ま

た、ＳＰｒｉｎｇ－８によって、金属担体に水素やアセチ

レンなどの気体分子が高密度に吸着している状態の観測が

可能となったが、Ｘ－ＦＥＬはさらにその気体分子の動態

を化学反応領域の時間分解能で観測可能とする唯一の手段

となりうるものである。これによって、燃料電池の開発研

究における、新たな気体吸蔵素子の開発にも展開の可能性

が見込まれるなど、幅広い分野で産業や国民の生活向上に

役立つ成果を諸外国に先駆けて創出することが期待される。

さらに、Ｘ－ＦＥＬ装置の開発により、加速器本体、マイ

クロ波、電源、精密計測制御、精密機械加工等の装置の製

造に関わる中小を含めた企業群に対し、技術の向上等の貢

献が期待され、その意味での社会・経済効果は高い。 

Ｘ－ＦＥＬ装置から得られる超高輝度・超短パルス硬Ｘ

線の科学技術への貢献の可能性は国際的にも広く認知され、

欧米では既に大規模プロジェクト（ＤＥＳＹ(独)、ＳＬＡ

Ｃ(米)）が開始されている。欧米の先行プロジェクトに対

して、本プロジェクトでは独自技術を駆使したコンパクト

な設計と短期間での整備計画に特色があり、計画通りに平

成２２年度に利用研究が始められれば、改めて我が国の加

速器技術の高さを示す良い例となるばかりでなく、その成

果の普及と海外の研究者も含めた利用促進による国際貢献

（特にアジアのリーダーとして）が期待され、我が国の国

益のためにも重要と考えられる。また、要素技術の開発に

当たって、海外に先駆けた技術に関する特許取得の取組が

進められており、今後の加速器・放射光分野における我が

国の国際競争力強化につながると期待される。さらに、計

画されているようにＸ－ＦＥＬ装置が第３世代放射光施設

であるＳＰｒｉｎｇ－８サイトに併設され、既存の高輝度

放射光と複合的に利用できるようになれば、海外にも例の
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無い複合的最先端放射光施設として、革新的な成果が期待

できる。 

欧米の計画が超伝導加速器やレーザー光陰極ＲＦ電子銃

等の先進的であるが故に定着しているとは言い難い技術を

用いるのに対して、本プロジェクトは熱陰極ＤＣ電子銃及

び常伝導リニアック等の既に実績のある技術を利用し、さ

らに我が国が得意とする短周期長の真空封止アンジュレー

ター及び日本のオリジナルの技術であるＣバンド加速管を

組み合わせることによって、小型・低コストの設備で、諸

外国と同等以上の性能を実現しようというものである。若

干のリスクは想定されるものの、これまでの要素技術に係

る研究成果及びプロトタイプ機によって実施される今後の

研究の成果の還元により、早期実現の可能性は高い。 

 以上のことから、本プロジェクトは実施することが適当

である。なお、実施に当たっては以下の指摘事項への対応

が必要である。 

 

（２）指摘事項 

① 我が国の科学技術に対する貢献と社会・経済への波及効

果について 

 Ｘ－ＦＥＬ装置の開発により利用可能となる超高輝度・

超短パルス硬Ｘ線が、放射光科学分野に留まらず、物質科

学や生命科学等、科学技術全体に対してどのように貢献で

きるのか、より具体的な説明に努めていくべきである。Ｘ

－ＦＥＬによって実現可能性の見込まれる研究について、

その可能性の定量的な検討、実現に向けて必要なＲ＆Ｄの

明示と具体的な研究体制を提示していくことによって、内

外のサポートが得られやすくなり、さらに潜在的な利用研

究の発掘も期待される。 

また、Ｘ－ＦＥＬの利用研究によって期待される我が国

の社会・経済への波及効果について、国民に分かりやすい

形で説明し、産業利用を含めた具体的な貢献に至るシナリ

オを提示していくべきである。さらに、さしずめ「魔法の
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光」ともいえるＸ－ＦＥＬを生み出す最先端科学技術施設

の成果と可能性について、次代を担う若者、少年少女の科

学への興味・関心を惹きつけられるよう、積極的に広報し

ていくべきである。 

 

② プロトタイプ機による技術開発の役割について 

 本プロジェクトは欧米に比して開発のスタートは遅れた

ものの、我が国独自の技術をベースとした戦略をもって推

進されている。その上で、さらに他国に先んじる成果を上

げるためにはタイトなスケジュール設定が必要であり、そ

のためには平成１７年度中に運転が開始されるプロトタイ

プ機による研究・検討の成果を、Ｘ－ＦＥＬ装置のデザイ

ンと整備計画に的確に反映させるための道筋と仕組みを明

確にすることが望まれる。特にＸ－ＦＥＬの利用研究を推

進し、高度化する上で重要なスーパーシーディング技術を

早期に実用化させるためには、プロトタイプ機の十二分な

活用とその成果の還元が不可欠である。 

また、プロトタイプ機自体も高輝度フェムト秒真空紫外

コヒーレント光源として、新たな研究分野の開拓に供する

ための利用体制を早急に整えるべきである。 

 

③ 利用研究の推進について 

 ＣＤＲ（Conceptual Design Report）、国際レビュー委員

会の報告及び本評価検討会での説明から、Ｘ－ＦＥＬ装置

本体の開発に関しては十分な検討がなされていると判断さ

れたが、利用研究についてはさらなる検討が求められる。

生体分子の立体構造解析や化学反応のリアルタイムイメー

ジングなど、Ｘ－ＦＥＬが果たしうる可能性は極めて大き

いが、Ｘ－ＦＥＬが基礎科学に加えて、広く社会に貢献で

きる利用分野を積極的に開拓するためは、その利用研究に

よる成果が具体的な形となることが重要である。 

ＳＰｒｉｎｇ－８では、海外に比べ稼動開始が遅れたた

めに、簡単だが意味のある研究、例えば位相コントラスト
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イメージングやコンパウンドＸ線レンズといった、当該分

野におけるその後の研究の方向性を決める重要な成果を諸

外国に先行されてしまった。これは単に光源の利用開始が

遅れたということのみでなく、ユーザーが第３世代の光源

を使いこなすための技術や問題意識を持つまでに時間がか

かったという部分も影響している。同じことを繰り返さな

いためには、利用研究に関しての技術的基盤の整備、課題

の選定と実験技術に関する準備、有力な研究者・研究グル

ープの取込みなどを、今後早急に進展させることが不可欠

である。当面はＸ－ＦＥＬを用いることによって初めて実

現可能となる戦略的な研究課題を絞り込み、そのための技

術開発に注力することが肝要である。特に、早期に具体的

成果が見込まれる課題に関しては、Ｘ－ＦＥＬ装置の開発

と並行して準備を進め、運転開始と同時に研究を展開でき

る体制を整えておく必要がある。具体的には、優れた研究

課題を選定するための利用推進専門委員会を立ち上げると

ともに、利用研究の重要性とＤＥＳＹ、ＳＬＡＣの例で見

られるような、海外における巨額の研究資金の投資状況等

を勘案し、当該分野での競争的資金の積極的な獲得などを

通して、優れた利用研究を着実に実施できるよう努力する

ことが必要である。 

 

④ 運営・評価組織の体制について 

 Ｘ－ＦＥＬを用いた、極めて挑戦的で技術的に難しいテ

ーマについては、複数の研究グループの長期的展望に立っ

た協力関係をＸ－ＦＥＬ運営主体がイニシアティブをもっ

て形成し、優れた研究を推進する仕組みをつくることが必

要である。黎明期のＸ－ＦＥＬ利用研究においては、ピー

ク輝度やコヒーレンスなどＸ－ＦＥＬ特有の先端性を生か

すために施設側の研究者と利用研究者が緊密に協力するこ

とが不可欠であり、汎用型放射光施設に移行しつつあるＳ

Ｐｒｉｎｇ－８の利用研究スタイルとはおのずと異なるも

のとなる。既に財団法人高輝度光科学研究センター（ＪＡ
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ＳＲＩ）で運用されている課題申請システムや宿舎その他

のユーザー受け入れ体制は積極的に活用すべきであるが、

効率性を求めるあまりに一元的な体制に固執することなく、

両者の持つ役割を勘案し、相乗効果のある適切な運用を進

めていくことが重要である。 

 利用研究の課題選定と評価については、Ｘ－ＦＥＬ特有

の研究スタイルを考慮した独自の方針を打ち出していくこ

とが望まれる。建設の進捗管理、個々の利用研究の内容と

進捗状況の評価、成果を創出するためのマンパワーが十分

に確保されているかなどについて、運用・推進主体による

内部評価に加えて、外部評価委員会による厳しい評価が適

時なされるべきである。 

 

⑤ その他の指摘事項 

 極めて先端性の高い研究から、汎用的な分析・計測まで、

研究分野が非常に多岐にわたる放射光利用の将来の発展と、

Ｘ－ＦＥＬ装置の効率的な利用を考えると、汎用的ツール

に移行しつつあるＳＰｒｉｎｇ－８等の従来の放射光施設

の活用、役割分担についてもＸ－ＦＥＬと並行して検討す

ることが望まれる。 

また、完成後にＸ－ＦＥＬ装置が計画通りの性能に達し

たか、あるいは発振したＸ－ＦＥＬがどのような特性を持

っているかは、利用研究を進める上で極めて重要である。

Ｘ－ＦＥＬの諸特性を精密計測するためのシステムに関し

ても十分な検討が望まれる。 

 


